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和歌山県知事選挙
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今回の
入場券の色は

あずき色です！
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▲ 皆さまのお手元に届きます！投票所入場券
有権者の皆さまに 11 月 4 日（日）ごろから「投票所入場券」を送付

します。これは選挙権の有無の確認を、円滑に行うためのものです。
もし入場券が届かなかったり紛失したりしたときでも、選挙権があ

る人は投票ができます。遠慮なく選挙管理委員会にお申し出ください。

11月25日（日）は
投票へ！

転入・転出のケース別　投票場所・選挙権の有無

※注意１　選挙権は旧住所地にあり、有田川町にありません。有田川町で投票をする場合には「不在者投票」
　　　　　でのみ、行うことができます。（事前に旧住所地に投票用紙を郵送請求する必要があります）

※注意２　投票の際には、最寄りの市町村が発行する「引続証明書（引き続き県内に住所を有する証明書）」
　　　　　を提示することにより、旧住所地で投票が行えます。

新住所地 旧住所地 投票できない

平成30年8月7日以前に転入 〇

平成30年8月8日以降に転入 〇

平成30年8月7日以前に転入 〇

平成30年8月8日以降に転入 ※注意１ 〇
※注意２

県外からの転入
（他の都道府県から
　有田川町に住民票を移した人）

県内市町村からの転入
（和歌山県内の他市町村から
　有田川町に住民票を移した人）

窓口での転入届け出日
投票場所・選挙権の有無


